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九州大学超顕微解析研究センター使用規程 

平成１８年度九大規程第５７号                 

制  定：平成１９年 ３月３０日 

最終改正：令和 ６年 ７月２２日 
（令和６年度九大規程第１９号） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、九州大学学内共同教育研究センター規則（平成２６年度九大規則第９２号）

第２２条の規定に基づき、超顕微解析研究センター（以下「センター」という。）の設備等の

使用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （使用の手続） 

第２条  センターの設備等の使用を希望する者は、所定の申込書によりセンター長に申請し、そ

の許可を得なければならない。 

 （使用者の義務） 

第３条  設備の使用者（以下「使用者」という。）は、センターの利用心得及び職員の指示に従

い、善良なる管理者の注意をもって設備を利用しなければならない。 

 （損害賠償） 

第４条  使用者が、その責めに帰すべき事由により、施設の設備、備品等を滅失、破損又は汚損

したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 （使用料） 

第５条 使用者は、別表１、別表２又は別表３に掲げる使用料を納付しなければならない。  
２ 前項に規定する使用料は、経費の振替又は本学が指定する口座へ振込により、所定の期日ま

でに支払わなければならない。 

３ 既納の使用料は、原則として返還しない。 

 （雑則） 

第６条  この規程に定めるもののほか、センターの設備等の使用に関し必要な事項は、センター

長が別に定める。 

      附  則 

  この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

      附  則（平成１９年度九大規程第５０号） 

  この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附  則（平成２２年度九大規程第１０４号） 

  この規程は、平成２３年１月２７日から施行する。 

附 則（平成２４年度九大規程第１４０号） 

  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。  
    附 則（平成２５年度九大規程第１００号） 

  この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
附 則（平成２６年度九大規程第１６号） 

  この規程は、平成２６年８月２５日から施行する。 
附 則（平成２６年度九大規程第９７号） 

  この規程は、平成２７年４月１日から施行する。     
附 則（平成２７年度九大規程第１３号） 

  この規程は、平成２７年７月２日から施行する。     
附 則（平成２８年度九大規程第１２号） 

  この規程は、平成２８年８月１日から施行する。     
附 則（平成３０年度九大規程第５９号） 

  この規程は、平成３０年１１月１日から施行する。 
附 則（令和元年度九大規程第６９号） 

  この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 
附 則（令和４年度九大規程第４１号） 
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  この規程は、令和５年１月１６日から施行する。 
附 則（令和４年度九大規程第７７号） 

  この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
附 則（令和５年度九大規程第２５号） 

  この規程は、令和５年９月１日から施行する。 
附 則（令和６年度九大規程第１９号） 

  この規程は、令和６年８月１日から施行する。 
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別表１（第５条第１項関係） 

 

 

 

 

設 備 等 名 

 

 

 

 

 

使用１枠当たりの使用料 

（１枠は下記の区分の４時間） 

 

１０：００～１４：００ 

 

１４：３０～１８：３０ 

 

１９：００～２３：００ 

 超高圧電子顕微鏡 
 ＪＥＭ－１３００ＮＥＦ 

 

１５，０００円 

 

 マイクロカロリメータＳＥＭ 

 ＴＥＳ+ＵＬＴＲＡ５５ 

 

 

 

 

                        ７，７００円 

 

 （備 考） 

  本機器使用の際、液体ヘリウムを 
使用する場合は、実費徴収とする。 

 収差補正走査／透過電子顕微鏡 
 ＪＥＭ－ＡＲＭ２００Ｆ 

 

１４，０００円 

 デュアルビームＦＩＢ 
 Ｑｕａｎｔａ ３Ｄ ２００ｉ 

 

１３，０００円 

 ハイコントラスト補助電子顕微鏡 
 ＪＥＭ－２１００ＨＣＫＭ 

 

６，１００円 

 広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡 

 ＪＥＭ－ＡＲＭ２００ＣＦ 

 

１５，０００円 

ホログラフィー電子顕微鏡 

ＨＦ－３３００Ｘ 

 

１１，０００円 

汎用電子顕微鏡 

ＪＥＭ－２１００Ｆ 

 

９，０００円 

電子顕微鏡用隔膜型ガス雰囲気試料ホルダー 

 

５，０００円 

（備 考） 

  本機器使用に係るMEMSチップ、特 

殊なガス（窒素、アルゴン、酸素及び水素 

を除く。）及び未使用のキャピラリーは含 

まない。 

なお、本機器使用の際、MEMSチップ 

を使用する場合は、実費徴収とし、未使

用のキャピラリーは、使用者が持参し、当

該費用は使用者の自己負担とする。 

 

クロスセクションポリッシャ 

ＩＢ－１９５３０ＣＰ 

 

２，５００円 

グローブボックス 

ＵＮ－１０００Ｌ－ＡＧＩ 
７，０００円 
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別表２（第５条第１項関係） 

設備等名 

使用１枠当たりの使用料 
下記の区分の１枠（４時間）当

たり 
下記の区分の１枠（１０

時間）当たり 
１０：００～１４：００ ２３：００～翌９：００ 
１４：３０～１８：３０ 
１９：００～２３：００ 

直交型ＦＩＢ－ＳＥＭ 
ＭＩ４０００Ｌ １９，０００円 ４６，０００円 
イオンビーム・電子ビーム複合型精

密加工分析装置（Helios5UX） 

（備考） 

本機器使用の際、冷却加工のため

窒素ガスを使用する場合は、実費徴

収とする。 ２４，０００円 ５９，０００円 
 
別表３（第５条第１項関係） 

設 備 等 名 利 用 料 

研磨・薄片化装置 
・ＰＩＰＳ Ⅱ Ｍ-６９５ 
・Ｎａｎｏ ＭＩＬＬ Ｍｏｄｅｌ １０４０ 
・イオンスライサＥＭ－０９１００ＩＳ 

 
１，１００円 

（１枠（４時間）当たり） 
（備考） 
各設備使用ごとに料金を徴収する。 

コーティング装置 
・イオンコーター ＪＦＣ－１６００ 
・カーボンコーター ＥＣ  ３２０１０ＣＣ 

 
５００円 

（１件当たり） 
（備考） 
各設備使用ごとに料金を徴収する。 

 ※装置の割当てについては使用状況等に応じて本学が決定するものとする。 
 


